
JP 2014-517680 A 2014.7.17

10

(57)【要約】
　移動再充電車両は、一体型車両搭載型発電機システム
および電気自動車用の電気再充電ユニットを含む。別の
一実施形態では、自己内蔵型電気自動車充電ポッドは、
１つまたは複数の再充電コードにつなげられた１つまた
は複数の電池パックを含み、各コードは、対応する電気
自動車に接続することが可能である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電池へ電荷を供給する際に使用するための輸送車両であって、
　前記輸送車両に一体化された発電機システムと、
　前記発電機システムに電気的に接続された電気再充電ユニットであって、前記電池に電
荷を供給するための電気ケーブルを有するように構成された、電気再充電ユニットと
を備えた、輸送車両。
【請求項２】
　請求項１に記載の輸送車両であって、前記電池が電気自動車内にある、輸送車両。
【請求項３】
　請求項２に記載の輸送車両であって、前記電気自動車が、前記電池に電気的に接続され
る再充電ポートを含む、輸送車両。
【請求項４】
　請求項１に記載の輸送車両であって、前記輸送車両が、電気自動車用の再充電システム
の一部として配置されかつ使用され、前記再充電システムが、前記電池に冷却流ストリー
ムを向けるための冷却手段をさらに含む、輸送車両。
【請求項５】
　請求項４に記載の輸送車両であって、前記冷却流ストリームは、前記電気自動車の下に
設置されたマットを介して来る、輸送車両。
【請求項６】
　請求項４に記載の輸送車両であって、前記冷却流ストリームが、前記電気自動車の一部
であるエアコンディショナユニットによって供給される、輸送車両。
【請求項７】
　電池へ電荷を供給する際に使用するための再充電ポッドであって、
　モジュール式構造と、
　前記モジュール式構造内に設置された電池と、
　電気自動車の電池を再充電するために前記電気自動車への接続用に構成された再充電コ
ードと
を備えた、再充電ポッド。
【請求項８】
　請求項７に記載の再充電ポッドであって、データ取扱いおよび処理のためにインターネ
ット接続を行うための手段をさらに含む、再充電ポッド。
【請求項９】
　請求項７または８に記載の再充電ポッドであって、前記モジュール式構造内に設置され
た前記電池を充電するためにエネルギーを供給するための太陽電池パネルをさらに含む、
再充電ポッド。
【請求項１０】
　請求項７、８および９のいずれか一項に記載の再充電ポッドであって、電気エネルギー
源に接続するように構成された電気接続ポートをさらに含む、再充電ポッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　電気自動車の人気が高まるにつれて、大きな注目が今日、電気自動車用の電池再充電選
択肢およびシステムに向けられている。
【背景技術】
【０００２】
　論理的には、電池再充電問題のいくつかは、場所および期間を含む。電気自動車が商用
車両の一部であるか個人によって私的に所有されるかに拘わらず、終夜充電（すなわち、
再充電）または少なくとも使用しない長い期間の間の再充電が、好まれる再充電選択肢の
ように思われる。論理的には、これは、計画されることが可能であるまたは少なくとも予



(3) JP 2014-517680 A 2014.7.17

10

20

30

40

50

想される使用されない期間であろう。本明細書において使用されるように、「電気自動車
」は、電気自動車およびハイブリッド電気自動車の両方を意味する。
【発明の概要】
【０００３】
　電気自動車の使用およびこれらに必要な再充電に関するもう１つの考慮事項は、電気自
動車についての運転走行距離である。フル充電したときでさえ、電気自動車は、運転条件
、運転の癖、および道路コースに応じてかなり限定された走行距離、おそらく、たった８
０から２４０ｋｍ（５０から１５０マイル）をそれでも走行するだけであろう。例えば、
急加速は、ゆっくりとした加速よりも速く電気自動車上の電池充電量を消耗させるであろ
う。別の一例として急坂もまた、電池寿命または充電量に悪影響を与え、電池再充電を必
要とする前に走行距離の短縮をもたらすであろう。電気自動車の予想される使用が、フル
のまたは完全な電池充電量に基づいて特定される運転走行距離の十分に範囲内である場合
には、基地再充電サイト（すなわち、例えば、家または業務用車庫）が、十分なはずであ
る。しかしながら、予定されるまたは望まれる移動距離が、特定された運転走行距離を超
える場合には、電気自動車がそれ自体の「基地」に戻る時間の前に、経路上でのある種の
再充電が、必要になるであろう。
【０００４】
　電気自動車が再充電を必要とする時点に近づき、自動車が基地の場所または既知のもし
くは予定された再充電場所のどちらからも遠くであるときに、数多くの再充電選択肢およ
びシステムが、使用を目的として提案されてきている。例えば、Ｂｒｕｎｉによる１９９
５年１０月２４日に発行された米国特許第５，４６１，２９９号は、電気自動車の電池を
再充電するために電気自動車に電力を移動させるための対候性歩道側電池充電システムを
開示する。筐体は、歩道上の道路側のところの一定の位置に設置されるように意図される
。別の一例として、Ｐａｒｉｓｅによる１９９９年１１月９日に発行された米国特許第５
，９８２，１３９号は、送電ユニットを含む遠隔充電システムを開示する。再充電は、ワ
イアレスエネルギービームを介して実現される。送電ユニットは、一定の静止した場所に
ある。
【０００５】
　２００９年１２月３１日に公開された米国特許出願公開第２００９／０３２７１６５号
は、定められた地理的な地域内にある電気自動車に電気エネルギーを再供給するためのシ
ステムを開示する。このシステムは、電池交換能力および／または再充電能力を有するサ
ービスステーション（一定の場所）のネットワークを想定する。このタイプの再充電ネッ
トワークは、自動車運転者が（次の）再充電サービスステーションの到達範囲内に留まる
限りは、電気自動車にとっての運転走行距離の延長を許容する可能性がある。
【０００６】
　いずれのタイプの再充電ステーションまたはシステムについてのもう１つの重要な考慮
事項は、電気自動車の電池をフル再充電するまでの時間の長さである。本発明の状況およ
び背景の考察において、電気自動車が再充電ステーションのところでまたは家庭用コンセ
ントからの家庭用電流を用いるなどの自動車の基地ステーションのところで６から８時間
内にフルに再充電されることが可能であると仮定する。このケースでは、終夜充電が十分
であるはずであり、自動車は、朝には基本的にフルに充電されるであろう。職場へのおよ
びそこからの通勤が電気自動車での終夜充電での運転走行距離内である場合には、電気自
動車の使用は、平穏無事であるはずである。しかしながら、夜の間に基地ステーション（
すなわち、家庭または事業所）において停電がある場合、または自動車運転者が電気自動
車の電池もしくは電池モジュールを再充電することを忘れる場合には、電気自動車は、「
切れた」電池のためにまたは電気自動車を運転するには少なくとも不十分な電池の電力レ
ベルのために、例えば、ラッシュアワー交通渋滞の真っただ中で運転不能になることがあ
る。
【０００７】
　従来型の原動機自動車の故障またはエンジン停止に関する典型的な解決策は、けん引し
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て移動させ、修理工が自動車を評価することおよびおそらく必要な修理を行うことを可能
にすることである。電気自動車では、エンジン停止した自動車についてのそれ以外の可能
性または説明は、電池切れまたは少なくとも不十分な充電量の電池である。この問題は、
移動電池再充電システムを提供することによって解決されるはずであり、これはエンジン
停止した電気自動車に乗ったままサービスを受けることができ、その自動車の電池または
電池モジュールに再充電を実行することができる。次の考慮事項は、電気自動車をフル充
電するのに必要な時間を決定するであろう移動電池再充電システムの電気容量および電気
特性である。代替案では、焦点は、エンジン停止した自動車が運転可能になり、もっと先
の再充電ステーションに到達するまたはその自動車の主要な基地ステーションに戻ること
を可能にするために少なくとも十分な充電量を与えることであるはずである。
【０００８】
　上に論じたこのタイプの移動電池再充電システム用に理想的に適している新技術の１つ
が、Ｓｔｏｒｍ他による２００５年１２月２７日に発行された米国特許第６，９７９，９
１３号、Ｓｔｏｒｍ他による２００６年６月６日に発行された米国特許第７，０５７，３
０３号、およびＳｔｏｒｍ他による２０１１年３月２９日に発行された米国特許第７，９
１５，７４９号によって発表されている。
【０００９】
　これらの参考文献中に開示されたものは、車両搭載型発電機システムである。これらの
発電機システムは、原動機から機械的動力を受け取り、その発電機の機械的動力入力接続
部を使用してＡＣ発電機に機械的動力を伝達するように構成されかつ配置される。この発
電機システムを含む車両は、電気自動車用に特別に構成された再充電ユニットを搬送する
同じ車両である。明らかに、再充電ユニットは、それ自体の電源を必要とし、これは輸送
車両へと一体化される発電機システムからもたらされ、これによって完全な移動性および
自在性を提供する。輸送車両によって搬送される選択した再充電ユニットは、発電機シス
テムとともに構成されかつ配置されて、電気自動車に対して迅速な充電（フル充電のため
に三十（３０）分未満であると規定される）を実行する。
【００１０】
　本発明の別の一実施形態では、１台または複数台の電気自動車またはハイブリッド電気
自動車に対して、要求に応じて再充電電力を送達するように構成されかつ配置された携帯
型充電ポッドが記載される。１台または複数台のハイブリッド電気自動車に接続すること
が可能な１つまたは複数の再充電コードにつなげられた１つまたは複数の電池パックを収
納するモジュール式コンテナ、モジュール式構造または類似の格納構造が提供される。こ
の実施形態は、既存の施設に対する実質的な基盤施設の変更および／または追加の必要性
を排除し、これらの施設が電気自動車またはハイブリッド電気自動車の所有者および運転
者への再充電サービスおよび支援を迅速に提供することを可能にするように構成されかつ
配置される。本明細書において使用するように、「電気自動車」および「ＥＶ」という表
現は、電気自動車およびハイブリッド電気自動車の両方を含むように定義される。さらに
、これら２つの表現は、同じ範囲および意味で互換的に使用され得る。
【００１１】
　移動再充電車両は、一体型車両搭載型発電機システムおよび電気自動車用の電気再充電
ユニットを含む。別の一実施形態では、自己内蔵型電気自動車充電ポッドは、１つまたは
複数の再充電コードにつなげられた１つまたは複数の電池パックを含み、各コードは、対
応する電気自動車に接続することが可能である。
【００１２】
　本開示の１つの目的は、改善された車両搭載型発電機システムおよび電気自動車用の再
充電ユニットを説明することである。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本明細書において開示した移動再充電コンセプトのうちの１つによる輸送車両の
横立面図である。
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【図２】本明細書において開示した移動再充電コンセプトのうちの１つと協働して使用さ
れ得る冷却パッドの斜視図である。
【図３】代替冷却配置の概略図である。
【図４】再充電する際の使用のために配置された電気自動車充電ポッドの概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本開示の理解を深める目的で、ここでは図面に図示された実施形態を参照し、これを説
明するために特定の言い回しが使用されるであろう。開示の範囲の限定がないことがこれ
によって意図され、図示した装置およびその使用におけるこのような代替形態およびさら
に進んだ変更形態、ならびに本明細書において図示したような本開示の目的のさらに進ん
だ用途が、本開示に関係する当業者なら普通に思い付くはずであるので、予期されること
が、それにも拘らず理解されるであろう。
【００１５】
　図１を参照すると、一体型車両搭載型発電機システム２１を含み、電気再充電ユニット
２２を搬送する輸送車両２０が図示される。例示的な実施形態では、車両搭載型発電機シ
ステム２１は、米国特許第６，９７９，９１３号にしたがって構成されかつ配置され、そ
して‘９１３特許にしたがって輸送車両２０中へと一体化される。Ｓｔｏｒｍ他による２
００５年１２月２７日に発行された米国特許第６，９７９，９１３号は、その全体が引用
によってこれにより明確に組み込まれる。例示的な実施形態では、輸送車両はＧＭＣ５５
００トラックである。例示的な実施形態では、電気再充電ユニットは、Ｅａｔｏｎ　Ｃｏ
ｒｐｏｒａｔｉｏｎによって販売され配置されたＥａｔｏｎ　Ｐｏｗ－Ｒ－Ｓｔａｔｉｏ
ｎ（商標）ＤＣ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ自動車急速充電装置である。この組み合わせでは、電
気自動車にレベル３充電を実行することが可能である。
【００１６】
　米国特許第６，９７９，９１３号に開示されたものは、エンジン／変速機室の外部に搭
載され、自在継手でドライブシャフトによって接続されたＡＣ発電機およびベルト駆動Ｒ
ＰＭ比装置を有する車載型ＡＣ発電機システムである。比率は、事前に選択されたエンジ
ンＲＰＭにおいて正確なＡＣ発電機ＲＰＭを与えるように設定される。ＡＣ発電機は、あ
る条件が満足されるときに機械的にかみ合わせ可能であり、運転者緊急停車スイッチを含
む他の条件が存在するときに切れ離される。
【００１７】
　対応するエンジンは、火花点火式ガソリンエンジンまたは天然ガス燃料エンジンまたは
圧縮点火ディーゼルエンジンを含むさまざまな原動機のうちのいずれか１つであってもよ
い。変速機は、自動車用の回転可能出力シャフトを備える自動変速機を含むさまざまな変
速機のうちの１つであってもよい。
【００１８】
　‘９１３特許のエンジンは、エンジンに相互接続されたエンジン制御モジュール（ＥＣ
Ｍ）によって制御される。エンジン制御モジュールとエンジンとの間の相互接続は、エン
ジンのタイプおよび所望の制御パラメータに応じて大幅に変わることがある。大部分のケ
ースでは、エンジン燃料供給システムは、エンジンＲＰＭ、必要なトルク、周囲温度、絶
対圧力および多数の他の変数などのさまざまなエンジン動作パラメータに基づくアルゴリ
ズムにしたがってＥＣＭ内のコンピュータによって制御される。エンジン制御モジュール
とエンジンとの間の相互接続が双方向接続であり、そこでは、パラメータ信号がＥＣＭに
伝送され、制御信号がエンジンに伝送されることが、結果である。
【００１９】
　‘９１３特許のこの発電機システムは、過度に複雑なＤＣ発電機およびインバータまた
はこのような車両に以前に適用された油圧駆動ＡＣ発電機の代わりに、容易に入手可能で
あり、高度に商業的に開発され、比較的安価なＡＣ発電機を車両に適用することから構成
される。構造的な構成は、これが高負荷発電ならびに使用の利便性および安全性に一致す
る方法で実現されることを可能にする。開示されたＡＣ発電機システムは、さまざまなサ
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イズおよび製造業者から選択されることが可能なＡＣ発電機を含む。キロワット出力で測
定すると、５～１５キロワットが予想されるタイプの車両内に容易に収容されることが見
出されている。ＡＣ発電機の利点の１つは、市販の標準インバータによって生成される変
形されたまたは模擬のサイン波とは対照的に電力会社によって生成されたサイン波を複製
する完全なサイン波を生成することである。ＡＣ発電機が非常にしっかりとしており、材
料の溶接および高負荷切断のような典型的な建設現場作業において経験するはずであるよ
うな大きな連続した電流負荷を容易に取り扱うことが可能であることもまた、ＡＣ発電機
の特徴である。
【００２０】
　本開示にしたがった輸送車両２０への発電機システム２１の一体化は、発電機システム
２１を十分に運転可能にする。さらに、発電機システム２１は、電気再充電ユニット２２
に動作上で電気的に接続され、ユニット２２を十分に運転可能にし、自動車の電池または
電池パックの再充電のために電気自動車に急速充電を行うことが可能である。電気再充電
ユニット２２は、電気自動車（ＥＶ）電池１８に充電を行うために、電気自動車（ＥＶ）
１９の再充電ポート２４へと差し込むように構成されかつ配置された電気ケーブル２３を
含む。輸送車両２０によって提供される自在性および移動性は、電気自動車がラッシュア
ワー交通渋滞の真っただ中でエンジン停止しようとも路肩で立ち往生しようとも、サービ
スを受けることを必要とする電気自動車の場所まで電気再充電ユニット２２が運ばれるこ
とを可能にする。「エンジン停止する」という用語の使用は、適切に動作させるためにそ
の自動車の電池または電池パックに不十分な充電量しか有さない自動車を意味することと
する。発電機システム２１および電気再充電ユニット２２へのシステム２１の連携型接続
の電気的特性は、電気自動車への急速充電の実行を可能にする。本明細書において使用す
るように、「急速充電」という句は、レベル３直流（ＤＣ）充電として定義され、これは
、３０分未満で大部分の電気自動車をフル充電するであろう３０ｋＷから５０および６０
ｋＷの範囲にわたる電圧および電流の組み合わせの範囲内に収まると、電気自動車業界内
では一般的に説明される。
【００２１】
　全体として‘９１３特許において開示された技術にしたがった、車両２０の構成および
車両搭載型発電機システム２１の一体化に基づいて、電力は、電気再充電ユニット２２の
動作および電力供給のために利用可能である。順にユニット２２は、電気自動車またはハ
イブリッド電気自動車の１つまたは複数の電池に急速再充電を行うように構成されかつ配
置される。「急速」再充電を行う能力に関して、単に電気再充電ユニット２２の設計を超
えてこの結果を役立てるようにするために採用されることが可能ないくつかの技術がある
。例えば、電池の温度が下げられることが可能である場合には、電気自動車の１つまたは
複数の電池が少し早く再充電されるであろうことが知られている。これゆえ、開示した車
両２０および再充電方法に関係する１つのコンセプトは、本明細書中で開示するように、
自動車の電池の下に冷却パッドまたはマット２５（図２参照）を設置することである。ブ
ローアからの冷却空気は、接続ホース２６を介してマット２５へと流れ、出口開口部２７
は、入ってくる空気を電池に向けて上向きに向きを変える。
【００２２】
　もう１つの冷却選択肢（図３参照）は、エアコンディショナ３２からのバイバス接続ま
たは導管３０を設け、電気自動車の１つまたは複数の電池３４を横切って冷却された空気
３３を実際に向けることである。これは、マット２５の使用によって、または他の流れ方
向付け構造によって実現されてもよい。エアコンディショナ３２は、一実施形態では、車
両２０の実際のエアコンディショナであってもよい。別の一実施形態では、エアコンディ
ショナ３２は、車両２０の平坦な床上へと搭載された補助ユニットであってもよい。エア
コンディショナ３２は、意図された方式で機能することが可能な任意の冷却源であっても
よい。関係する冷却選択肢は、初期充電が適用された後で、電気自動車のエアコンディシ
ョナ３２を使用することである。エアコンディショナの使用が、典型的には、電池に適用
されるフル充電のためにより長い時間を結果としてもたらすはずであるが、電池の追加の
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冷却は、電池充電のある利用に起因する時間延長を相殺することにとどまらない。
【００２３】
　システム２１およびユニット２２を含む車両２０の基礎となる技術は、電気自動車の電
池の急速再充電のための電荷を供給することが可能であるという観点においては基本的に
信頼に足るものである。次の課題または考慮事項は、妥当な期間内に必要とされる場所ま
で自動車が運ばれることが可能であるように、どのようにして車両２０を配置するかであ
る。この点についての１つの選択肢は、けん引トラックが幹線道路または州間高速道路に
沿ったサービスステーションのところにどのように設置されるかと同様に、選択したルー
トまたは所望の道路に沿って計画的に設置された一団の車両２０を有することである。関
係するコンセプトは、ラッシュアワー交通渋滞に焦点を当てることであり、午前中には主
に市内に向かうルートに沿ってまたは容易にアクセス可能であること、次に午後には主に
市外に向かうルートに切り替えることのいずれかで車両２０を設置することである。車両
２０は、主要なルートに関する入口ポイントおよび出口ポイントに近い安全な地域内に設
置される必要がある。
【００２４】
　電池切れまたは電気自動車の動作（すなわち、運転すること）のために少なくとも不十
分な充電量の電池に起因してエンジン停止したまたは止まった電気自動車の場合には、車
両２０が呼ばれるはずである。最も近い車両２０の運転手と連絡を取ることは、通信のい
ずれかの従来手段によることが可能であろう。１つの選択肢が自動車運転者と直接連絡を
取ることであるが、もう１つの選択肢は、配車係と連絡を取ることであり、配車係は順に
、必要なポイントに最も近い車両２０の運転者を特定し連絡を取るであろう。「最も近い
」車両２０は、再充電サービスを必要としている自動車に時間で最も近くであると考えら
れる自動車である。再充電サービスを必要としている電気自動車に物理的に近い車両２０
が時間の点で「最も近く」ではない可能性があることが考えられる。これは、車両運転者
が相互に連絡して解決すべきであり、一方が利用されている場合には、これは配車係によ
って容易にされ得る。
【００２５】
　支援を求める呼び出しの発信者は、警官、再充電を必要とする自動車の運転手、その自
動車の搭乗者、またはおそらくエンジン停止した自動車の後方で交通渋滞の中で動かない
別の１人の運転手であってもよい。最終的には、誰かが、再充電支援を確実にするために
呼び出しを行う必要があり、その電気自動車の運転手またはその運転手の代わりに誰かが
再充電サービスの費用を負担するはずであることが予想されるであろう。好ましくは、こ
のサービス呼び出しのために必要な料金を支払うために、自動車の運転者は、車両２０の
運転者にクレジットカードを用意するまたは直接現金支払いを供するであろう。止まった
またはエンジン停止した電気自動車が航空調査よって特定されるはずであり、正確な場所
がマイルマーカによってまたはおそらくＧＰＳ座標よって与えられることが、やはり予想
される。
【００２６】
　道路に沿って設置されたまたは配置された隣接する車両２０間の距離または間隔に関し
て、車両２０がほぼ３２ｋｍ（２０マイル）毎に道路へ便利にアクセスできる安全な場所
に設置されるであろうことが推定される。これは、十（１０）分または十五（１５）分以
内にエンジン停止したまたは止まった電気自動車を支援するために存在するはずの少なく
とも１つの再充電車両２０があるはずであるので、これは十分なように思われる。安全な
場所は、入口アクセスおよび出口アクセスを有する州間高速道路出口に近いものであるは
ずである。より具体的には、さまざまな車両２０を適切に配置することは、安全な方法で
州間高速道路に容易に入りそして出るために州間高速道路の高架交差路の近くであるはず
である。道路が州間高速道路である場合には、ほぼ３２ｋｍ（２０マイル）毎のところに
車両２０を配置することは、止まったまたはエンジン停止した電気自動車の報告が選択さ
れた車両２０の運転手に一旦伝達されると、ほぼ１０分サービスを待つことを意味する。
電気自動車がラッシュアワー中に都市交通渋滞内で止まるまたはエンジン停止する場合に
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は、サービスを受けるための待ち時間が、わずかに長くなることがある。しかしながら、
より多くの電気自動車が一般的になるにつれて、他の再充電選択肢が都市部で利用可能に
なるであろうことが予想できる。どの車両２０が特定の呼び出しに応ずるかを調整するこ
とに関して、配車係および／または車両２０の運転手の間の空きチャネル通信は、どの車
両２０がエンジン停止したまたは止まった自動車に対してその電気自動車の再充電に応じ
るために最も適切な場所にあるかを決定するはずである。
【００２７】
　車両２０の使用に関係するさらなるコンセプトは、小売事業所または民間組織に近接し
て車両２０を設置することである。レベル３充電が利用可能であるので、電気自動車に対
する充電時間は、１５分程度である。このタイプの時間間隔は、ファーストフードレスト
ランにおける人間の朝の食事のための停車またはモーニングコーヒーのための停車におそ
らく対応するであろう。この例は、朝の停車に限定されないだけでなく事業所のタイプに
よっても限定されない。この例は、マーケティングコンセプトおよび機会を単に表す。事
業所は、電気自動車を運転するこれらの所有者の利便性のために事業所の駐車場内に再充
電車両の存在を推進させるはずである。
【００２８】
　州間高速道路の高架交差路に沿って３２ｋｍ（２０マイル）程度毎に配置された車両２
０を有することに関係するさらなるコンセプトは、電気自動車の動作を続けるためには不
十分である充電量のレベルに電気自動車が達する前に、電気自動車の電池について充電量
を「継ぎ足していっぱいにする」ために自発的に再充電する選択肢である。自分の電池充
電量が通勤を終わらせるためにまたはその日の他の移動要求のためには少な過ぎると運転
手が予想する場合には、運転手は、車両２０を自発的に探し出すことができ、少なくとも
、その電気自動車についての通勤および基地ステーションまで戻るために十分であると予
想される電池充電量の増加したレベルまで電気自動車電池の再充電を行うことができる。
明らかに、電池上の充電量を単に「継ぎ足していっぱいにする」ためのこれらの自発的な
再充電は、エンジン停止したまたは止まった自動車に対する車両２０の対応を超えては先
例を利用しないはずである。
【００２９】
　本発明の別の一実施形態は、自己内蔵型の電気自動車充電ポッド４０に関係する。この
構造は、その動作上の特徴および利点の点で独立独行であり自己充足的であるとやはり考
えられる。開示したものは、携帯型、耐候性（耐風、耐水、および耐熱処理される）、要
求に応じて送達可能であり、ＥＶ充電ＰＯＤから電気自動車またはハイブリッド電気自動
車へと電荷（レベル２またはそれ以上）を送達するために１台または複数台の電気自動車
またはハイブリッド電気自動車に接続することが可能である１つまたは複数の再充電コー
ド４６を用いてつなげられた１つまたは複数の電池パック４４を収納するモジュール式コ
ンテナ４２または構造である（図４参照）。このコンセプトおよび装置は、既存の施設に
対する実質的な基盤施設の変更および／または追加の必要性を排除し、この施設が電気自
動車またはハイブリッド電気自動車の所有者および運転者への再充電サービスおよび支援
を迅速に提供することを可能にすることを意図的に目的とする。このコンセプトおよび装
置に対する第１の目的および初期の目的は、自己内蔵型でありスタンドアロン装置である
が、このコンセプトおよび装置は、任意の時点で、所有者／運転者がそのように望む場合
には、既存の電気的および／または機械的基盤施設と電線配線接続できる方法で構成され
ることが可能である。
【００３０】
　ＥＶ充電ＰＯＤ４０は、ワイアレス受信機４１およびワイアレス送信機４３を含むこと
ができ、顧客の自動車を再充電するためにＥＶ充電ＰＯＤを使用する顧客用のＷｉ－Ｆｉ
ホットスポットにＥＶ充電ＰＯＤがなることを可能にする。ＥＶ充電ＰＯＤはまた、イン
ターネット４８に接続するためにワイアレス送信機を使用し、ＥＶ充電ＰＯＤによってま
たはそれから発生する再充電サービスに関連する支払い情報を含むすべての内部で収集し
記録した商用データ５０を送信するであろう。この目的のために、商用データは、ＥＶ充
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るために、ＥＶ充電ＰＯＤ内に収納された電池内の利用可能な蓄えられたエネルギーをモ
ニタリングすることおよび利用可能な蓄えられたエネルギーの送達の速度を追跡すること
を含むことができるが、これらに限定されないであろう。収集され、記録されそして送信
された商用データはまた、ある種の動作パラメータおよび環境パラメータ、診断プログラ
ムおよび条件、ならびにＥＶ充電ＰＯＤの適正な動作、保守管理、サービスおよびサポー
トを支援する機能的に等価な情報およびプログラムを含むことができるが、これらに限定
されないであろう。
【００３１】
　ＥＶ充電ＰＯＤは、１つまたは複数の太陽電池パネル５２（図４参照）を含むことがで
き、これはＥＶ充電ＰＯＤの内部の電池を充電するためにエネルギーを供給することがで
きる。太陽電池パネルに接続された電池システムは、１台または複数台の電気自動車また
はハイブリッド電気自動車に電荷を供給するためにやはり使用されるＥＶ充電ＰＯＤの内
部の１つまたは複数の他の電池ユニットとは別々であってもよいし、一体化されてもよい
。太陽電池エネルギーの使用は、内部コンピュータ、室内および／または室外照明、カメ
ラ、マイクロフォン、ルータ、等に電力を供給することを含むが、これらに限定されない
。
【００３２】
　ＥＶ充電ＰＯＤは、１つまたは複数の電気接続ポート５４を含むことができ、これは移
動発電機（送電網を利用しない）または（直接、送電網から電線で配線された接続を介し
てローカルな電気事業サービスプロバイダへの）恒久的な電線で配線された電源のいずれ
かから電気サービスを受けることができる。電気接続ポート５４が迅速なサービスおよび
安全性を容易にするために「迅速接続」取り付け具を含むことができることが予想される
。
【００３３】
　ＥＶ充電ＰＯＤは、内部制御部を含むことができ、電気自動車またはハイブリッド電気
自動車を再充電するために使用されたままであるすべての他の電池パックから１つまたは
複数の電池パックを電気的に分離する、これと同時に、電気的に分離された電池パックは
、送電網を利用しない給電装置または直接送電網を利用する給電装置のいずれかによって
再充電される。
【００３４】
　ＥＶ充電ＰＯＤは、ＥＶ充電ＰＯＤの内部に収納された装置および外部に搭載された装
置によって収集された音声データおよび映像データをモニタリングし、記録し、記憶し、
そして送信するための装置を含むことができる。
【００３５】
　ＥＶ充電ＰＯＤは、標準的なフォークリフト、ウインチ、または機能的に等価な装置を
使用して、伝統的な平床トラック、トレーラ、または機能的に等価な装置からＥＶ充電Ｐ
ＯＤが積載されそして降ろされることを可能にする方式で構成されるであろう。
【００３６】
　ＥＶ充電ＰＯＤは、安全な機械的／電気的セルフサービス動作を確実にし、故意の破壊
行為を制限し、未認可参入者のリスクを制限し、そして湿気、空気および熱条件に関係す
る悪影響に耐えることを目的とした方式で構成されるであろう。
【００３７】
　本発明の好ましい実施形態が図面および前述の記載において図示され説明されてきてい
るが、上記は、例示的であり、特質において非限定的であると考えられるべきであり、本
発明の精神内になるすべての変更および修正が保護されるべきものであることが理解され
る。
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